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ごあいさつ 

 梅雨もそこそこに今年も厳しい猛暑がやってきました。皆様におかれましては健康に留

意され、健やかにお過ごしいただきますようお祈り申し上げます。 

 地球温暖化により、台風の大型化が懸念されています。一人一人の小さな取り組みが、

地球温暖化による異常気象の発生を少しでも食い止めることができるようになるのではな

いでしょうか。かつてのような水害被害を繰り返さないためにも、地球環境について考え

てみようではありませんか。また、世界各地で大きな地震が発生しています。私たちの住

む関東地方も大きな地震の発生期にあるといわれています。 

 政治活動の大きな役割は、安心で安全な地域社会を創造することにあります。私のスロ

ーガンである「心ふれあう安心のまちづくり」実現を目指して、更なる努力を重ねて参りま

すので、ご指導ご支援をお願い申しあげます。 

 

 

 

６月議会報告：主な議案や質疑について 

 6 月議会は、13 件の議案、報告 5 件、諮問 1 件が上程されました。また、市民のかたよ

り 3 件の陳情が提出されました。これらの議案を 5 月 27 日より 6 月 11 日までを会期とし

て質疑や採決がされました。 

 例によって補正予算や条例改正が多くありましたが、その中で新設条例として、富士見

市男女共同参画推進条例が提案され、審議の結果全会一致で可決承認されました。 
私の所属する総務常任委員会に付託され、詳細にわたって質疑応答がされました。 
私はこの条例案の特徴である、求められている責務の中に教育現場での取り組み

が条例化されていることについて質問をしました。そのことについて、現在学校

現場では男女混合名簿などにより男女共同への意識が醸成されているとの答弁が

ありましたが、私はそういった表面的な取り組みでなく、男女の違いを認識した

うえで、それぞれの人格を尊重しながら、ともに社会の一員となっていくような

本質的な男女共同について学びあってほしい趣旨の発言をしました。 
～可決された意見書：私も賛成しました！～ 

 各会派代表者共同提出の、「子宮頸がん予防ワクチンに関する意見書の提出」に

ついて賛成しました。 
 尚、詳細は私や富士見市議会の Website をご覧ください。 
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 1 年ぶりの一般質問です。以下にそのやり取りの概要をまとめました。 

問：自主自立の行政運営を目指す簡素で効率的な行政組織構築として実施された

組織機構改革が 1年経過した。行政運営への当初の目的達成への評価は？また、 

① 山室・勝瀬開発、② コンピュータシステム移行、③ 秘書課と広報課とを統

合した効果、④ 安心安全課創設の効果など、具体的な行政課題に新しい組織が

どのように機能したのか。 
答：概ね当初の目的どおりの組織運営がなされている。しかし、指摘のとおりよ

りよい組織運営を目指し、評価や課題などの検証を行っている。①関係する部

局と連携を図りながら取り組んできた。②情報政策課が中心となり進めてきた

が、現在は総合政策部が中心となり移行作業を行っている。③統合により、市

民の声が直接市長直属の部署に届くようになった。④防災・防犯の窓口を統合

することにより、市民の自主的な防災・防犯活動を一体的に支援できるように

なり、「自分たちのまちは自分たちで守る」という市民意識の醸成に役立ってい

る。 
 
問：以前より、富士見市の行政事務を支えるコンピューターシステムについて、

大型コンピューターを利用する旧システムから、より小型で低コストで運用で

きる新システムへの移行を提案してきた。その立場から、遅延しているシステ

ム移行の最新の進捗状況及び今後のスケジュールは？ 
答：ここ数ヶ月に渡り、システム導入業者と、問題点の整理と対策の確立という 2

点について協議をしている。しかし、現行データの移行に対する技術的認識の

違いなどがあり、具体的な作業再開の協議まで至っていない。 
 
問：一般会計のみならず、公営企業会計と連結させて財政健全化基準の指標を定

め、その数値の公表が義務付けられ、数値のいかんによっては国の指導による

財政再建への計画策定義務団体の判断がされるという、地方公共団体の財政の

健全化に関する法律施行を控えて、(1) 富士見市の財政健全化判断基準の指標の

見通しは？あわせて、18 年度決算に基づく指標の試算は？(2) 財政健全化法の

施行に伴い重要な役割が求められる監査制度のあり方は 
答：(1)19 年度決算に係る指標から公表し、20 年度決算から早期健全化の基準が

適用される。18 年度決算を元に試算した健全化判断基準の見通しは、概ね早期

健全化に指定される数値の基準を下回っている。 
(2)各財政指標の算出の適正性やその根拠となる数値の公正性を主眼として監査

するが、これまでの個別会計ごとの単年度ベースの審査だけではなく、公営企

業会計を含む全ての会計を対象とすること、一部事務組合なども含めた市が将

来負担すべき実質的な負債を審査するという市の将来の見通しについての判断
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６月議会の市政一般質問 



にも及ぶことから、これまでの決算審査とは異なる視点が要求される。財政健

全化法においては、財政指標により市財政の健全性をチェックし、財政の悪化

を未然に防ぐよう数値のいかんによっては必要な措置を行うことが義務付けさ

れていることから、数値の算定の客観性、正確性は極めて重要な意義をもって

いるので、監査委員の役割はますます大きくなったものと認識している。 
 
問：水谷東・水谷地域の安心安全で夢のあるまちづくりについて、(1) 市民の自主

的まちづくりとの更なる連携の一歩として、最近市内各所で高齢化社会の進展

とともに課題となっている空家の情報の共有によって具体化をすべきでは？ま

た、(2) 市が夢のあるまちづくりとして住民をリードしていくべきという視点で、

旧暫定逆線引き地域のまちづくりと水谷前耕地開発の今後の見通しは？ 
答：(1)指摘のとおり、空家にかかわる相談や苦情が安心安全課や環境課に寄せら

れている。実態として空家が増えている状況と認識し、新たな課題と考えてい

る。市としては相談がある度ごとに、所有者への改善依頼等の処置をしている

ものの、根本的な解決につながらないケースも多く苦慮している。指摘の空家

情報を所管している組織がないことから、市からの情報発信は出来ない状況に

ある。今後は空家を含め様々な不安・危険情報を共有し、警察・消防とも連携

を図り、研究していく。 
(2)まちづくりは市と地域住民の協働によって創出する事業と考えている。具体

的には市内各地域のもつ地域特性を活かし、地域に適合した市街地整備の方向

付けを行っている。旧暫定逆線引き地域のまちづくりについてはみずほ台駅の

徒歩圏内にありながら斜面林や湧水などの自然環境を有していることから、水

と緑を活かした良好な住環境を創出したい。また、リブレーヌ事業は富士見市

の将来を展望する上で非常に重要な事業として捕らえている。今後、民間活力

の利用や産業系の土地利用をベースとして地権者への情報提供と意向とりまと

めを積極的に行い、早期の事業化を図っていきたい。 
 
 
 
 この度行われた富士見市長選において、新人の星野信吾氏が当選しました。 
 この選挙戦で論点の一つになったのが南畑・水谷・水谷東の出張所の廃止でし

た。その廃止論の真偽は定かではありませんが、遡上に上がった出張所は、地

域の高齢化や交通の便の悪さなど様々の要因から、廃止どころではなく逆に今

後ますます存続の必要性が高まり、加えて機能の多様化が求められていくので

はないでしょうか。 
いずれにしても今後は私が以前より一貫して訴えていた出張所の機能強化に向

けて、つまり市役所本庁に出かけなくても用事が済ませる出張所の実現、職員

の職務多様化と資質向上を目指し、新市長に訴えてまいります。 
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新しい市長が決まりました！出張所の存続・高機能化を訴えていきます！ 



 

 

幻の都市計画道路「柳瀬・新河岸川通り線」廃止に向けた手続き始まる 

 埼玉県による長期未整備都市計画道路の見直しにより、都市計画道路柳瀬・新河岸   

 川通り線の廃止に向けた見直しがなされることになりました。理由は志木市、富士見市、

朝霞市、和光市につながる広域に渡る道路であり、調整する関係機関が多いこと、また、

周辺道路の整備が進んでいることなどを挙げています。 

 私も以前、計画道路に当たる地権者の方々からの要望もあり、志木市長さんに廃止に

ついてのお願いを申し入れていました。それが叶い、このたび都市計画道路が廃止に

向けて手続きが始まることになりました。廃止に向けた見直し決定を評価し、一日も早い

廃止実現に向けて行動してまいります。 

 

榎町から富士見橋方面への歩道整備が完成しました。 

 この箇所は降雨時に雨水がたまり歩行に困難を生じていたところで、榎町住民の方か    

 ら以前より整備の要望がされ、私も当局にお願いしていたところ、この度工事がなされ

雨水がたまりにくい構造に改善されました。これからも榎町の皆様の様々な要望に応え

るべく活動してまいります。 

 

・Web site（ホームページ）にも詳しく活動内容を掲載しています。ぜひご覧下さい！ 

 URL は http://www.k‐sekino.com です。 
        もしくは 関野かねたろう 検索 
 

・自宅（セキノ酒店）隣に「市民相談所」を開設しました。 

ご要望やご意見、どんなことでもお気軽にご利用ください。 

例えば、地域の安心安全に関すること、地域環境整備に関すること何でも気軽にご相

談してください。すぐできないものや多額の予算を必要とするものは継続して取り組ん

でまいります。 

・富士見市議会議員としての所属 

会派：21･未来クラブ    

常任委員会：総務常任委員会 副委員長 

一部事務組合：入間東部消防組合議会 

・その他 

富士見市商工会理事 

水谷東地区社会福祉協議会顧問 

水谷東 1 丁目町会顧問 

柳瀬川いかだラリー実行委員会委員他 

★発行責任者：富士見市市議会議員 関野かねたろう 

 富士見市水谷東 1‐2‐10  ℡049‐255‐0506 Fax049‐255‐0549 
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でも可能です 

市民の皆さんの声を市政に活かします！

お知らせ 


